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自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
は
、

毎
年
４
月
１
日
現
在
で
、
運
輸
支

局
や
軽
自
動
車
協
会
等
に
登
録
さ

れ
て
い
る
所
有
者（
所
有
権
留
保

付
自
動
車
の
場
合
は
使
用
者
）に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

車
や
バ
イ
ク
を
他
人
に
譲
り
渡

し
た
り
、
廃
車
し
よ
う
と
す
る
場

合
な
ど
は
、
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る

た
め
に
も
速
や
か
に
変
更
手
続
き

を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
税
に
は
、
月

割
課
税
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

○
普
通
自
動
車
・
二
輪
小
型
自
動

車（
２
５
０
cc
を
超
え
る
バ
イ

ク
）の
変
更
手
続
き

　

国
土
交
通
省
福
島
運
輸
支
局

　

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
１
５

○
自
動
車
税
に
つ
い
て

　

県
北
地
方
振
興
局
県
税
部

　

☎
０
２
４（
５
２
３
）０
０
５
１

○
軽
自
動
車（
軽
二
輪
を
含
む
）の

変
更
手
続
き

　

福
島
県
軽
自
動
車
協
会

　

☎
０
２
４（
５
４
６
）２
５
７
７

○
原
付
自
転
車
・
小
型
特
殊
車
両

の
変
更
手
続
き
お
よ
び
軽
自
動

車
税
に
つ
い
て

　

税
務
課
市
民
税
係 

　

☎（
55
）５
０
８
５

　

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

平
成
23
年
度
の
市
税
等
の
納

期
も
い
よ
い
よ
最
終
納
期
と
な

り
ま
す
。

２
月
の
納
税
税
目
等
は
下
記

の
と
お
り
で
す
。

　

皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い

て
い
る
市
税
等
は
、
市
の
発
展
に

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
財

源
で
す
。
お
手
元
の
納
税
通
知
書

を
も
う
一
度
確
認
し
て
い
た
だ

き
、
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
お

願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

収
納
課
収
納
管
理
係

　

☎（
55
）５
０
８
７

　

ま
た
は
収
納
徴
収
係

　

☎（
55
）５
０
８
８

税

の

お

知

ら

せ

２月の納税税目や納期限
固　　定　　資　　産　　税　　　第 ４ 期 分
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料　　　第 ７ 期 分
国　民　健　康　保　険　税　　　第 ８ 期 分
介　　護　　保　　険　　料　　　第 ８ 期 分

納期限日　　２月29日(水)

市税等の納付は、便利な「口座振替」で！
　｢仕事の忙しい方｣｢いつも不在がちな方｣｢ついうっかり忘れてしまう方｣
　そういう方に市税等を確実にかつ便利に納めていただく制度が口座振替
制度です。
※一度申し込みされますと、毎年の手続きは不要となります。
　詳しくは､ 左記までお問い合わせください。

税
金
は
納
期
限
内
に

納
め
ま
し
ょ
う
！

自
動
車
・
軽
自
動
車
の
変
更
手
続
き
は

 

お
済
み
で
す
か
？

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？
市
税
の
納
付


